
                                    令和２年１０月３０日 

保護者の皆様 

                                    碧南市立西端中学校長 

                                        山 田  忍 

 

防寒着等について 
 

 

 晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

  日頃は本校の教育活動にご理解、ご支援をいただきありがとうございます。 

 さて、見出しの件につきまして、下記のように実施したいと思います。きまりやマナーを守ることに

ついて考える機会にしたいと思います。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 

記 

 

１ 防寒着着用許可期間   １１月２日（月）～  

                      

２ 防寒着等のきまりとマナー 

項 目 学 校 の き ま り と マ ナ ー 

中  着 

（制服の中に 

着るもの） 

・学校指定の体操シャツまたは、白のワンポイントＴシャツ。 

・トレーナーやセーターは、黒・白・紺・茶・グレーなど地味な色とする。色が地味でも、

華美なデザインは禁止する。 

・えり口やそで口、すそからはみ出すようなデザイン・大きさの服は着ない。フード付きは× 

手  袋 

（地味な色使い・ 

華美でないもの） 

・黒・白・紺・茶・グレーなどの地味なもの。 

・実用的なもので、５本の指がはなれるもの。指抜きは使用しない。 

・昇降口で着脱をすること。 

防寒着 

（地味な色使い・

華美でないもの） 

・コートやウィンドブレーカー・ジャンパー。ブランド名が適度な大きさで入っているもの

は許可する。大きなロゴや華美なデザインは禁止する。 

・カーディガンは禁止とするが、中着として着る場合には許可する。 

・教室で着脱することを認める。  ・防寒用の帽子は着用しない。 

ひざ掛け 

（無地・地味で華

美でないもの） 

・授業中でひざ掛けを（西中ジャージをひざ掛けとして使用することを含め）許可する。使

用する際は、肩や腰に巻いたりしない。 

・無地であること。キャラクターなど、デザイン性のあるものは×。テスト時は×。 

・教室移動のときは折りたたんで手で持っていく。（教科担任の許可が出てから使用する） 

マフラー 

（地味な色使い・

華美でないもの） 

・黒・白・紺・茶・グレーなど無地で地味なもの。実用的な長さ。 

・ネックウォーマーもマフラーの代用として認める。（ワンポイントは認める） 

・ストライプ、チェック柄、ボーダー柄、千鳥格子柄など柄ものは×。 

・昇降口で着脱をすること。 

※着用期間は３月の指示のある日までとする。ルールやマナーが守れない場合は着用を禁止する。

ルールで迷うような場合は、勝手な判断をせず、事前に先生に相談すること。 

 

※あくまでも防寒着であるので、制服の中やジャージの上に着ること。 

 

※校内で制服の上にジャージを羽織らない。（体調不良で養護教諭の指示のある場合は許可する） 

 

※外庭の清掃時に、防寒着の着用を許可する。 



その他冬に関係する小物類について 

 

リップクリームやハンドクリームの取り扱いについて 
 

生活記録の学校のきまりのページにあるように、リップクリーム（無色）、

ハンドクリーム（薬用のもの）は許可制となっています。健康上必要であれ

ば、担任の先生に申し出てください。 

使用するものは、無色、無香料（においのしない）のものとします。 

 

 

 

カイロの取り扱いについて 
   

手持ちカイロ、貼るカイロともに使用可。 

  手持ちカイロはポケットから出さない。 記名をする。 

      （かつてカイロを投げて遊んでいたことがあったため。） 

学校に捨てていかない。 

 

クレベリンスティック（ウィルス除去用など）の取り扱いについて 
    

胸ポケットに入れるものは、外から見えないようにする。 

  キャラクターものでないもの。（白色、黒色は可） 

  ポケットから出さない。 

 

 

※その他、健康上必要なものがあれば、まず担任の先生に相談をしてください。 


